
 

 

 

 

 

 

 
豊橋市の文化芸術の振興に貢献し、その活動と功績が著しい個人又は団体を表彰すること

により、市民の文化芸術活動の高揚と文化がみえるまちづくりを進めるため、「文化振興賞」

及び「地域文化振興活動功労賞」の受賞候補者を推薦により募集します。 

 

 

《 対象分野 》 

音楽、演劇、舞踊、文学、美術、古典芸術、大衆芸能、文化財の保存・活用等の活動、そ

の他の文化芸術活動 

 

 

《 選考の対象者 》  

原則として本市に在住し、かつ暴力団若しくは暴力団員と関係ない個人又は団体であっ

て、それぞれの賞の区分に応じ、次のいずれかに該当するもの 

  

１ 文化振興賞 (過去において教育振興基金条例及び体育振興基金条例に基づく受賞者は除きます。) 

文化芸術の振興又は文化財の保存・活用等に永年にわたり貢献のあった個人又は団体 

  

(1) 永年にわたり文化芸術の向上、普及等に顕著な功績があったもの 

(2) 永年にわたり文化財の保存、活用並びに保護に貢献したもの 

(3)  功績の積み重ねが10年以上であること 

(4)  本市の文化芸術振興に顕著な功績のある市外在住者(「文化振興特別賞」という。) 

(5)  その他、特に表彰することが適当と認められるもの 

 

２ 地域文化振興活動功労賞  

地域の文化振興活動に貢献した個人又は団体 

 

(1)  地域の文化振興団体（校区文化協会等）の役員として、10年以上活動に尽力した 

個人  

※ただし、校区社会教育委員については除く。 

(2)  地域の文化活動団体（グループを含む。）に対して 10 年以上指導を行った、又は地

域において10年以上文化活動を行った個人又は団体 

※ただし、営利を目的とする事業を行う者を除く。 

 
 
 

文化振興賞、地域文化振興活動功労賞候補者の推薦について 

令和８年度募集要項 



 
《 推薦方法等 》 

 

※推薦書は文化課で配布しています。 

ホームページからもダウンロードできます。 https://www.city.toyohashi.lg.jp/33883.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 文化振興賞 地域文化振興活動功労賞 

推薦受付期間 
令和８年４月１日（水）から 

令和８年４月10日（金）まで 

令和８年５月８日（金）から 

令和８年６月５日（金）まで 

提 出 書 類 推薦書様式１ 推薦書様式２ 

提 出 部 数 1部 1部 

提 出 先 
豊橋市役所西館３階 文化課 

※郵送、電子メールでも可（締切日必着） 

受賞決定通知 6月中旬 8月上旬 

表 彰 日 令和８年８月１日（土） 令和８年９月12日（土） 

表 彰 会 場 穂の国とよはし芸術劇場 豊橋市民文化会館 

賞 市長表彰状及び記念品 市長表彰状及び記念品 

お問合わせ 

豊橋市役所 文化課 担当 太田、高橋 

   〒440－8501 豊橋市今橋町1番地 

TEL 0532-51-2875 FAX 0532-56-1081 

E-mail  bunka@city.toyohashi.lg.jp 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/33883.htm
mailto:bunka@city.toyohashi.lg.jp

